
盛岡市福祉事務所長　殿

　なお、離婚が成立し次第、速やかに子育てあんしん課へ連絡します。

※記入内容が事実と異なる場合には、入園取消または退所となります。

月 日年

年 月

年 月 日

月頃から

月頃から

日

離婚手続きの状況

住民票を異動できない理
由

保育施設名※学生、社会人の場合は不要児童生年月日申立人が扶養している児童氏名

年

年

別居、別生計となってい
る期間 月年 日頃から引き続き現在まで

現在の居住地

配偶者の氏名等

住 民 登 録 地

生 年 月 日

氏 名

ふ り が な

申立書
令和 年 月 日

申 立 人

氏 名

現在の居住地

月 日年

　保育施設の入園、転園申込及び在園にあたり、配偶者と別居及び別生計であることを次の通
り申し立てます。

住 民 登 録 地

平成 令和

離婚調停中である

離婚裁判中である

その他

平成

令和

申請中

入所中

令和

平成大正

昭和

学生

社会人

申請中

入所中

学生

社会人

申請中

入所中

学生

社会人

令和

平成

令和

平成

平成

令和

平成

令和


